
  講座 (手話・筆談・要約筆記) 講師派遣     

 

 当協会では、手話講師（聴覚障害者）によるミニ講演や手話講座、また、要約筆記講師による筆談、 

要約筆記（手書き、パソコン）の講座講師派遣を承っております。 

 

『ミニ講演』では、聴覚に障害を持った人たちの暮らしや、さまざまな体験談を聞くことができ、普段私たちが

気づかないことに気づくことができるかもしれません。 

 

『手話講座』では、手話講師（聴覚障害者）による聴覚障害についてのお話や、手話を体験できます。 

手話ってなに？ 手話を体験してみたい！と思っていても、機会がない、どこに聞けばいいの？と、思っていませ

んか。手話講座では、あいさつや、自分の名前の表現など、簡単な手話を学べます。 

                               

『筆談』では、お互いに文字で書いて意思を伝えあうことを学べます。だれでも一度は経験したことがあるかも

しれない筆談ですが、とっておきの極意があるかもしれません。 

 

『要約筆記』とは、話し手の話の内容をつかみ、それを文字にして伝える聴覚障害者のためのコミュニケー

ション方法です。人は、話すスピードや話し方など、それぞれ違います。そこで、話しの内容を要約して文字にし

て伝える、それが要約筆記です。 

文字にして伝える方法には、ノートなどの筆記用具を使う手書きと、パソコンのキーボードで入力する方法があり

ます。 

要約筆記講座では、要約するための技法を学べます。職場会議での記録にも役立つかも？！ 

 

                 

 

（注）上記講座は、１回のみです。 

複数回、ご希望の場合はご相談ください。 

 

ご希望内容等、ご遠慮なくお申し出ください。 

お気軽にご相談ください。 



✾お申込みをされる方へ✾ 

 ☘  お申込みの流れ  ☘ 

    

  《１》お申込書に必要事項をご記入いただき、ファックスまたは、E-mail でお申込みください。 

     👇  

👇 

  《２》担当者からお電話いたします。 

     👇  

     👇 

  《３》日時等が決まりましたら、お見積書を作成、ご郵送いたします。（ご希望の場合のみ） 

     👇 
 

     👇 

  《４》ご指定の日時に講座を行います。 

     👇 

  《５》ご依頼用件が完了しましたら、費用をご請求させていただきます。 

     請求書をご確認いただき、お支払いをお願いいたします。 

 ＊2019 年度よりお支払い方法が変更となりました＊ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                              

 

 

 

 

 

 

ご準備頂きたいものなどがある場合、ご指定日までにご連絡いたします。 

ご依頼内容に変更などがあった場合は、ご指定日の１週間前までにお知らせください。 

ご希望の日時、具体的なご依頼内容等、ご相談ご確認させていただきます。 

「講座（手話・筆談・要約筆記〈手書き・パソコン〉）講師派遣申込書」をご記入ください。 

手話、筆談、要約筆記のいずれかをご指定ください。 

 派遣料は、ご依頼用件完了後、 

指定金融機関口座へお振込をお願いいたします。 

                   （お願い）お振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします 

（ご注意ください） 

派遣料の支払い先（請求者）は、（福）福井県聴覚障がい者協会です。 

当該派遣料への源泉徴収は不要です。 

（Ｎｏ．2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは/源泉所得税/国税庁） 



☁  キャンセルについて  ☁ 

      ご指定日の前日営業日までに、ご連絡ください。 

      （注）営業日とは、月曜日～金曜日の９時から１７時まで。 

         連絡先：福井県聴覚障がい者センター ☏ 0776-63-5572 まで。 

      ご指定日当日キャンセルの場合は、お見積り金額をご請求させていただきます。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

お申込みをお待ちしております。  

⌘ ご予算等、ご相談に応じます。お気軽にお尋ねください。⌘ 



 

講座

〒

TEL:

FAX:

第１希望 令和 年 月 日

時 分 ～ 時 分

時 分から 分  ・

第２希望 令和 年 月 日

時 分 ～ 時 分

時 分から 分  ・

第３希望 令和 年 月 日

時 分 ～ 時 分

時 分から 分  ・

〒

要 ・ 不要

学　年 年生・ 名

（記入例）

（場所）

必要 ・ 不要

必要 ・ 不要

〒

お申込者名
（学校・企業・

団体名）
（ご担当者名）

開催日時

住所

開 始 時 間 ： 終 了 時 間 ：

開 始 時 間 ：

開 始 時 間 ：

終 了 時 間 ：

終 了 時 間 ：

（お申込みはファックスかEメールで）　　　　　　　   　　　福井県聴覚障がい者センター宛　FAX:0776-63-6692

　下記のとおり、講座講師派遣を申込みます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail:deaf2014fukui@yahoo.co.jp

有料 ・ 無料

T E L ：

（＊該当するものに○を。） 休憩あり 休憩なし

講師派遣申込書

駐 車 場

駐車場は、

（無料駐車場の場合、駐車場所がわかるよう赤いコーンなどを置いてください）

（ 手話 ・ 筆談 ・  要約筆記 〈手書き・パソコン〉 ）

対 象 者
企業職員

内    容

その他連絡
（自由欄）

（＊該当するものに○を。）

　〔宛先名および送付先〕

そ の 他
（見積書・請
求書・お支払
に関して）

（＊該当するものに○を。）

お 見 積 書 ：

領収証（郵送）：

(＊該当するものに○を。)（有料の場合、実費をご請求いたします。）

聴覚障害者の方の生活様子を聞きたい30分ほど。簡単な日常の手話を教えて欲しい30分ほど。・・等etc.

一　般

ご担当者名：

希望される講座内容（具体的にご記入ください）

休憩なし休憩あり

準 備 ：

（体育館など、上履きの準備について）

大学生

会場住所
会 場  名

　　　お申込者（お申込者名および、ご住所）と異なる場合には、ご記入ください。

（＊該当するものに○を。） 休憩あり 休憩なし

対象人数

＊ご請求書は、ご依頼用件後 郵送します

(＊該当するものに○を。)

小学生 中学生 高校生

《 お支払いについて 》

お支払いは、ご依頼用件完了後、指定金融機関口座にお振込みくだ

さい。尚、別途領収証が必要な方はお申しつけください。後日ご郵送い

たします。

《 当該派遣料については、源泉徴収は不要です。》

✿日程、カリキュラムがある場合は、お送りください。

✿事前打合せ等・・ｅｔｃ



 

派 遣 時 間
手話講師（聴覚障害者）

派遣料＊

手話通訳者・要約筆記者

派遣料＊

1時間まで 4,500円 3,500円

2時間まで 7,500円 5,500円

3時間まで 10,500円 7,500円

派 遣 時 間 要約筆記講師派遣料＊

1時間まで 4,500円

2時間まで 7,500円

3時間まで 10,500円

派 遣 時 間
手話講師（聴覚障害者）

派遣料＊

手話通訳者

派遣料＊

要約筆記者

派遣料＊

1時間まで 7,000円 6,000円

2時間まで 12,000円 8,000円

3時間まで 17,000円 10,000円 8,500円

派 遣 時 間 要約筆記講師派遣料＊

1時間まで 7,000円

2時間まで 12,000円

3時間まで 17,000円

　事前打合せ等 2,000円/時間＊

🌠 手話講座（ミニ講演、手話体験等） 講師派遣

🌠 要約筆記講座（手書き、パソコン） ・筆談講座　講師派遣

6,500円

❐その他〈 2017年.4月～ 〉

１．派遣当日以外（別日）において、打合せ等が必要な場合は一人当たり ２，０００円/時間 が必要となります。

２．派遣当日において、打合せ等が１５分程度の場合は無料、３０分以上の場合は派遣時間に加算となります。

＊要約筆記講師のみ参ります。

　（３時間を超える場合、１時間あたりの追加派遣料・・講師5,000円、手話通訳者・要約筆記者2,000円）

【　講師派遣料金基準表　】

🌠 手話講座（ミニ講演、手話体験等） 講師派遣

　　　　　　　　　２０２１年4月1日より　　　　　　 （＊）派遣料はすべて、一人当たりの金額です。

＊要約筆記講師のみ参ります。

　（３時間を超える場合、１時間あたりの追加派遣料・・講師3,000円、手話通訳者・要約筆記者2,000円）

　（３時間を超える場合、１時間あたりの追加派遣料・・講師5,000円）

🌠 要約筆記講座（手書き、パソコン）、筆談講座 講師派遣

＊手話講師は聴覚障害者です。手話通訳者又は、要約筆記者と一緒に参ります。

❐小学校・中学校・高等学校対象

❐企業・大学・各団体対象　

　（３時間を超える場合、１時間あたりの追加派遣料・・講師3,000円）

＊手話講師は聴覚障害者です。手話通訳者又は、要約筆記者と一緒に参ります。


